
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地区（まちセン℡） 啓   発   場   所 

厚 別 中 央 

891-3907 

とんでん厚別店、ニトリ厚別店前  

（国道 12号線、厚別中央 2条 4丁目・３条４丁目） 

厚 別 南 

891-1666 

CoCo壱番屋厚別上野幌店前交差点 

（国道 274号線、上野幌 1条 2丁目） 

厚 別 西 

891-4555 

厚別西２・３条 1丁目交差点（北 13条北郷通、厚別西３条１丁目） 

トライアル厚別店北西角交差点（厚別通、厚別西５条２丁目） 

セブンイレブン札幌厚別北 3条店前交差点（厚別通、厚別北３条２丁目） 

も み じ 台 

897-6121 

もみじ台交番前交差点  

（厚別東通、もみじ台北７丁目） 

青    葉 

892-8177 

厚別消防署前交差点 （南郷通、青葉町３丁目） 

青葉中学校前交差点 （厚別青葉通、青葉町９・10丁目） 

厚 別 東 

897-2885 

小野幌橋横  

（国道 12号線、厚別東４条６丁目） 

令和７年７月 13日(日)から 22日(火)まで、「夏の交通安全市民総ぐるみ運動」が全道一斉に
実施されます。厚別区では、７月 1１日(金)午前 8時より、旗の波による早朝一斉街頭啓
発を下記の場所で行います。皆様のご参加とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

令和 7年度交通安全スローガン 

内閣総理大臣賞（こども部門） 

全日本交通安全協会・毎日新聞社より 

5月 21日(水)、厚別区民センターホールにて

当推進委員会定期総会を開催致しました。昨年

度の事業・決算報告の後、令和７年度の事業計

画・配分予算について審議し、承認されました。 

今年度も各関係機関・団体・地域の皆様方と力

を合わせて交通安全普及活動を推進してまいり

ます。 

 

 

 

8 月 20 日(水)～10 月 31 日(金)の土・日・

祝日を除く期間で、高齢者クラブを対象にした

交通安全教室を開催いたします。開催をご希望

されている高齢者クラブがありましたら下記ま

でご連絡をお待ちしています。 

 

【連絡先】厚別区交通安全運動推進委員会 

Tel/Fax 895-2473  

   

４月４日(金)、各地区で早朝街頭啓発を実施し

ました。ご参加いただいた皆様ありがとうござい

ました。            (写真：青葉地区) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 厚別中央 厚別南 厚別西 もみじ台 青 葉 厚別東 高速道路 合 計 前年同期比 

発 生 数 25 27 16 3 3 8 0 82 8 

傷 者 数 25 37 17 3 3 8 0 93 1 

死 者 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

事

故

内

容 

人×車 4 5 3 1 1 2  16 7 

自転車×車 4 1 0 0 1 0  6 1 

単独（車） 0 0 0 0 1 0  1 1 

車×車 17 21 13 2 0 6  59 1 

自転車×人 0 0 0 0 0 0  0 -1 

単独（自転） 0 0 0 0 0 0  0 0 

自転車×自転車 0 0 0 0 0 0  0 0 

高速道路       0 0 -1 

【厚別区内交通事故発生状況】       令和７年１月１日～令和７年 5月末現在（概数） 

対象は１６歳以上 
令和８年４月１日 

施行見込み 

自転車の交通違反に反則金制度が導入され、違反行為に対して交通反則切符（青切符）による取り締まりが

行われます。反則金制度とは、比較的軽微な交通違反に交通反則切符（青切符）を交付し、違反者が反則金を

納付すれば刑事罰を科さない制度です。 

酒酔い運転や酒気帯び運転、スマホなどの使用で交通の危険を生じさせた場合などの悪質な違反行為に

は、刑事手続きに入る交通切符（赤切符）が交付されます。 

札幌市交通安全運動推進委員会では、YouTube チャンネルを開設しています。『札幌
市交通安全運動推進委員会』で検索または右記 2次元コード読取りでご覧いただけます。 

 主 な 違 反 と 反 則 金 額 

 

 

  

  

携 帯 電 話 使 用 

（ながら運転） 

１万２０００円 

信 号 無 視 

６０００円 通行区分違反 

（右側通行など） 

６０００円 

指定場所一時不停止 

５０００円 

公安委員会遵守事項違反 
（イヤホン ・ 傘さしなど） 

5０００円 

軽車両乗車積載制限違反 

（2人乗りなど） 

３０００円 


